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〇
経
済
産
業
省
令
第

号

産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
下
請
中
小
企

業
振
興
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
五
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
八
条
第
二
項
並
び
に
第

二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
下
請
中
小
企
業
取
引
機
会
創
出
事
業
を
行
う
者
の
認
定

等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年

月

日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

下
請
中
小
企
業
取
引
機
会
創
出
事
業
を
行
う
者
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令

（
認
定
の
申
請
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
下
請
中
小
企
業
振
興
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

第
二
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
認
定
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
の
基
準
）
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第
三
条

法
第
十
五
条
第
三
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す

る
。

一

法
第
三
条
第
二
項
第
八
号
に
掲
げ
る
振
興
基
準
に
定
め
る
事
項
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

再
委
託
を
す
る
中
小
企
業
者
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
中
小
企
業
者
の
技
術
や
商
品
等
の
品
質
等
を
考
慮
す
る
な
ど
、

合
理
的
な
理
由
を
も
っ
て
行
う
こ
と
。

三

再
委
託
を
す
る
見
込
み
の
あ
る
中
小
企
業
者
に
対
し
て
、
当
該
再
委
託
を
し
た
行
為
の
全
部
を
他
の
事
業
者
に
さ
ら
な

る
再
委
託
を
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
こ
と
。

四

そ
の
他
中
小
企
業
者
の
適
切
な
取
引
機
会
を
創
出
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

法
第
十
五
条
第
三
項
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

下
請
中
小
企
業
取
引
機
会
創
出
事
業
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
組
織
体
制
及
び
事
業
基
盤
を
有
し
て
い
る

こ
と
。

二

業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
の
管
理
及
び
秘
密
の
保
持
を
適
切
に
行
う
た
め
の
体
制
を
有
す
る
こ
と
。

（
軽
微
な
変
更
）
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第
四
条

法
第
十
五
条
第
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
下
請
中
小
企
業
取
引
機
会
創
出
事
業
の
統
括
責

任
者
又
は
当
該
統
括
責
任
者
を
補
佐
す
る
者
以
外
の
者
の
変
更
と
す
る
。

（
認
定
の
更
新
の
申
請
）

第
五
条

法
第
十
五
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
事
業
者
は
、
法
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
二
項
及

び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
認
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
定
を
受
け
て
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
日
の
六

十
日
前
ま
で
に
、
様
式
第
二
に
よ
る
認
定
更
新
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
申
請
書
又
は
認
定
更
新
申
請
書
の
内
容
の
変
更
の
届
出
）

第
六
条

認
定
又
は
認
定
の
更
新
を
受
け
た
事
業
者
は
、
認
定
申
請
書
又
は
認
定
更
新
申
請
書
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き

は
、
様
式
第
三
に
よ
る
認
定
変
更
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
の
取
消
し
の
通
知
）

第
七
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を

記
載
し
た
書
類
に
よ
り
そ
の
認
定
を
受
け
て
い
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
下
請
中
小
企
業
取
引
機
会
創
出
事
業
関
連
保
証
の
資
金
の
要
件
）
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第
八
条

法
第
二
十
条
第
一
項
の
認
定
事
業
者
が
行
う
下
請
中
小
企
業
取
引
機
会
創
出
事
業
に
必
要
な
資
金
の
う
ち
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
適
切
な
取
引
慣
行
を
醸
成
す
る
上
で
必
要
と
な
る
設
備
資
金
及
び
運
転
資
金
で
あ
っ
て
、
受
発
注

又
は
工
程
管
理
及
び
品
質
管
理
に
用
い
る
シ
ス
テ
ム
の
設
計
、
開
発
又
は
導
入
に
係
る
資
金
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
（
令

和
三
年

月

日
）
か
ら
施
行
す
る
。


